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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１２月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年４月７日 ０１時１５分ごろ 

発生場所 大分県津久見市保
ほ

戸
と

島東方沖の北ノ瀬 

 高甲岩
たかごういわ

灯台から真方位１３９°１.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°０６.０′ 東経１３２°０２.６′） 

事故の概要 バージ第五げんかいは、押船第五げんかいに押されて南東進中、暗

岩に乗り揚げた。 

 バージ第五げんかいは、船首部船底外板に破口を生じて浸水し、押

船第五げんかいと共に転覆し、機関及び航海計器に濡損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年４月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第五げんかい、４１８トン 

   １３５４７８、唐津湾海区砂採取協同組合 

   ２９.１３ｍ×１０.００ｍ×７.５３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、２,９４２kＷ（合計）、平成１０年９月

４日 

Ｂ バージ 第五げんかい、約４,６４７トン 

   なし、唐津湾海区砂採取協同組合 

１０４.４５ｍ×２１.００ｍ×７.５０ｍ、鋼 

   機関なし、平成１０年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ６１歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４９年７月５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年９月３日 

    免状有効期間満了日 平成３２年１０月３日 

  航海士Ａ 男性 ５７歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６１年５月２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年７月３１日 

    免状有効期間満了日 平成３１年１２月３日 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 濡損（全損） 

Ｂ 船首部船底外板に破口（全損） 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 南、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ低潮時、潮高 約３０cm（津久見港） 

 事故の経過  Ａ船は、船長及び航海士Ａほか４人が乗り組み、その船首部を無人

のＢ船の船尾部に嵌合
かんごう

して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を

構成し、福岡県福岡市小呂
お ろ

島の南西方で採取した砂利約４,０００ｍ3

をＢ船に積載し、平成２８年４月６日１１時４０分ごろ宮崎県宮崎港

に向けて出発した。 

 航海士Ａは、２３時４５分ごろ佐田岬灯台の西方沖で昇橋し、単独

で航海当直に当たった。 

航海士Ａは、保戸島北東方沖を南東進中、ほぼ正船首約２Ｍに、

‘Ａ船押船列より速力が遅い同航の引船列’（以下「同航引船列」と

いう。）を認め、同航引船列の右舷側を追い越すこととした。 

航海士Ａは、右転して約９ノットの対地速力で、同航引船列の右舷

側を約１Ｍ離して通過したのを確認後、予定針路に戻して南東進中、

７日０１時１５分ごろ衝撃を感じた。 

航海士Ａは、衝撃を受けたものの、大波が船首部に当たったのだと

考えて航行中、Ｂ船で当直中の機関士からＢ船の船首部に海水が流入

したとの連絡があり、その旨を船長に報告した。 

船長は、ＧＰＳプロッターの航跡により、保戸島東方沖に存在する

暗岩に乗り揚げたものと判断し、海上保安庁に本事故の発生及び浸水

している旨を通報するとともに救助を要請した後、大分県佐伯湾内に

Ａ船押船列を錨泊させた。 

乗組員全員は、Ａ船の搭載艇に移乗して退船し、来援した巡視艇に

救助された。 

Ａ船押船列は、佐伯湾内に錨泊した後、Ｂ船の船首部の浸水により

左舷側に傾斜し、来援した海上保安庁の潜水士によりタンクの空気管

の閉鎖等が行われたものの、Ａ船がＢ船の船尾部に嵌合した状態で転

覆した。 

Ａ船押船列は、本事故発生の約２か月半後、サルベージ会社の大型

クレーンによって引き揚げられたものの、機関及び航海計器に濡損等

の損害が大きく全損扱いとなり、解体された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ｂ船の船首部船底の破口、

写真２ 転覆したＡ船押船列の船尾部付近 参照） 

 その他の事項  Ａ船押船列は、Ａ船とＢ船とがファーストジョイント方式（押船と

バージを一体型に接合する方式）で嵌合し、喫水が船首約５.８ｍ、

船尾約６.６ｍであった。 

 船長は、ＧＰＳプロッターの画面に航行予定針路線を作成し、船橋
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当直者に、その針路線上を航行するように指示していた。 

航海士Ａは、保戸島東方沖において、搭載している海図に‘航行上

危険な暗岩’として記載されている北ノ瀬（水深約３ｍ）の存在を知

らなかった。 

航海士Ａは、南東進中、同航引船列とその右舷側にある高甲岩灯台

との距離が十分にあり、高甲岩灯台を右舷側に見て通過した後は、支

障となる浅所等はないものと思い、同航引船列の右舷側を追い越すこ

ととした。 

航海士Ａは、予定針路線から外れて航行していることを知っていた

ものの、ＧＰＳプロッターの表示を拡大した画面に切り替えて水深を

確認することも、また、海図を使用して浅所等の有無を確認すること

もなかった。 

当直中の機関士は、本事故発生直後、Ｂ船の船首部に行き、スラス

タルーム、ポンプ室及びボイドスペースに浸水していることを知り、

その旨を航海士Ａに報告した。 

当直中の機関士は、積載していた砂利が荷崩れを起こし、左舷側に

傾斜して船首部に入った海水が、隔壁のない第二甲板からＢ船の船尾

付近にある発電機室へと流入したので、甲板上に避難した。 

海上保安庁の情報によれば、Ａ船押船列は、Ａ船がＢ船の船尾部に

嵌合したままの状態で、船首から徐々に傾斜し、０９時０７分ごろ船

尾だけ浮いた状態となった後、積載していた砂利の流出等により、船

底を上に向けて転覆した状況になった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船押船列は、保戸島東方沖を南東進中、航海士Ａが、予定針路線

から外れて前方の同航引船列を追い越す際、浅所等の有無を確認して

いなかったことから、保戸島東方沖に存在する暗岩に乗り揚げたもの

と考えられる。 

航海士Ａは、同航引船列とその右舷側にある高甲岩灯台との距離が

十分にあったことから、高甲岩灯台を右舷側に見て通過した後は、支

障となる浅所等はないものと思い、同航引船列の右舷側を追い越すこ

ととしたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、保戸島東方沖において、Ａ船押船列が南東進中、

航海士Ａが、予定針路線から外れて前方の同航引船列を追い越す際、

浅所等の有無を確認していなかったため、保戸島東方沖に存在する暗

岩に乗り揚げたものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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・海図や大縮尺表示としたＧＰＳプロッターを活用し、航行予定の

針路線付近に存在する浅所等を確認しておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

事故発生場所 

（平成２８年４月７日 ０１時１５分ごろ発生） 

拡大図 

保戸島 
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写真１ Ｂ船の船首部船底の破口 
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写真２ 転覆したＡ船押船列の船尾部付近 

        

             Ｂ船の船底                       Ａ船の船尾 

嵌合部分 


